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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１２月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年８月２６日 ０２時０５分ごろ 

発生場所 熊本県芦北
あしきた

町井手
い で

の鼻西方沖 

 沖
おきの

島灯台から真方位３５８°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°１９.５′ 東経１３０°２６.７′） 

事故の概要  漁船幸
こう

栄
えい

丸は、北北東進中、火災が発生し、その後沈没した。 

事故調査の経過  平成２８年８月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 幸栄丸、４.９トン 

 ＫＭ３－５０３３６（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.７６ｍ（Lr）×２.７８ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成８年６月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年３月２２日 

  免許証交付日 平成２６年６月２７日 

（平成３２年３月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、はえ
．．

縄漁を終え、熊本県上天草
あまくさ

市

蔵々
ぞうぞう

漁港に向けて熊本県津奈木
つ な ぎ

町津奈木湾沖を出発した。 

本船は、船長が、前部甲板に置いた台に腰を掛けた姿勢で操舵及び

主機用遠隔操縦装置を操作し、井手の鼻西方沖を約１６ノットの対地

速力で北北東進中、突然主機の運転音が変わったので主機の回転数を

下げて船尾方を見たところ、平成２８年８月２６日０２時０５分ごろ

機関室付近から黒煙が出ていた。 

船長は、機関室を見に行こうと左舷側の通路に出たところ、機関室

の左舷側囲壁に設けた空気取入口から炎が見えたので急いで操舵室へ

行き、主機の停止レバーを引いたが主機を停止することができなかっ
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た。 

船長は、機関室の状況を確認しようと操舵室床面に設けられた機関

室への出入口用蓋を開けたところ、機関室左舷側に炎が見えた直後、

炎と煙が操舵室内に吹き出してきたので前部甲板に避難し、携帯電話

で僚船に救援を依頼した。 

船長は、救命胴衣を着用しておらず、火勢が強まってきたので、 

船首からロープを海中に垂らし、同ロープにつかまって海中で救援を 

待っていたところ、本船の火災に気付いたまき
．．

網漁船によって救助さ

れ、来援した僚船に移乗して本船の監視を続けた。 

本船は、まき網漁船から本事故発生の通報を受けて駆けつけた巡視

艇によって消火活動が行われ、０４時２５分ごろ鎮火したものの、 

０４時４０分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 機関室左舷側には、海水ポンプ等に使用するバッテリ（以下「本件

バッテリ」という。）が置かれていた。 

本件バッテリの電気配線は、平成１５年ごろに新替えされていた

が、それ以降、絶縁抵抗等の点検が行われていなかった。 

船長は、操舵室の船首側にある船室に持運び式消火器及び救命胴衣

を保管していたが、火勢が強くて取りに行くことができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、井手の鼻西方沖を北北東進中、機関室から出火したものと

考えられる。 

本船は、船長が本件バッテリの置かれた機関室左舷側付近に炎を見

ていることから、同バッテリ付近の電気配線が短絡等を起こして出火

した可能性があると考えられるが、本船が沈没したことから、出火し

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、井手の鼻西方沖を北北東進中、機関室から出火

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的に電気配線の点検を行うこと。 

・持運び式消火器及び救命胴衣は、取り出しやすい場所に保管して

おくこと。 
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事故発生場所 
（平成２８年８月２６日 ０２時０５分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 

熊本県芦北町 

沖島灯台 

本船 

井手の鼻 

熊本県上天草市 


